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高知県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表

改正後 改正前

○高知県立都市公園条例施行規則 ○高知県立都市公園条例施行規則

平成17年３月29日規則第57号 平成17年３月29日規則第57号

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、高知県立都市公園条例（平成17年高知県条例第７号。

以下「条例」という。）の規定に基づき、県が設置する都市公園（以下、

「都市公園」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第１条 この規則は、高知県立都市公園条例（平成17年高知県条例第７号。

以下「条例」という。）の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。

（行為の許可の申請等） （行為の許可の申請等）

第２条 条例第４条第１項の規定により行為の許可を受けようとする者は、

別記第１号様式による行為許可申請書を知事に提出しなければならない。

第２条 条例第４条第１項の規定により行為の許可を受けようとする者は、

別記第１号様式による行為許可申請書を知事に提出しなければならない。

２ 条例第４条第１項の規定により行為の変更の許可を受けようとする者

は、別記第２号様式による行為変更許可申請書を知事に提出しなければな

らない。

３ 条例第３条第１項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」とい

う。）に条例第27条第１項第１号に掲げる業務（条例第４条に規定する行

為の許可に係るものに限る。）を行わせる場合における前２項の規定の適

用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、

「別記第１号様式による」とあり、及び「別記第２号様式による」とある

のは「指定管理者が定める」とする。

２ 条例第４条第１項の規定により行為の変更の許可を受けようとする者

は、別記第２号様式による行為変更許可申請書を知事に提出しなければな

らない。

（特定公園施設の利用の許可の申請等） （特定公園施設の利用の許可の申請等）

第４条 条例第10条第１項の規定により同条に規定する特定公園施設（以下

「特定公園施設」という。）を利用しようとする者は、別記第３号様式に

よる利用許可申請書を知事に提出しなければならない。

第４条 条例第10条第１項の規定により同条に規定する特定公園施設（以下

「特定公園施設」という。）を利用しようとする者は、別記第３号様式に

よる利用許可申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、利用の許可をす

るときは別記第４号様式による利用許可書を当該申請をした者に交付する

ものとし、許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するもの

とする。

２ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、利用の許可をす

るときは別記第４号様式による利用許可書を当該申請をした者に交付する

ものとし、許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するもの

とする。



2/6

改正後 改正前

３ 条例第10条第１項の規定により利用の変更の許可を受けようとする者

は、別記第５号様式による利用変更許可申請書を知事に提出しなければな

らない。

３ 条例第10条第１項の規定により利用の変更の許可を受けようとする者

は、別記第５号様式による利用変更許可申請書を知事に提出しなければな

らない。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、特定公園施設のうち次の表の中

欄に掲げる施設を個人（高知城天守・懐徳館・東多聞・廊下門及びのいち

動物公園並びにオートキャンプ場及び多目的棟の多目的棟にあっては、個

人又は20人以上の団体（以下この項において「団体」という。））が利用す

る場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる各様式による入場券、入園券又は

利用券を購入することをもって、条例第10条第１項の利用の許可を受けた

ものとみなす。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、特定公園施設のうち次の表の中

欄に掲げる施設を個人（高知城天守・懐徳館・東多聞・廊下門及びのいち

動物公園並びにオートキャンプ場及び多目的棟の多目的棟にあっては、個

人又は20人以上の団体（以下この項において「団体」という。））が利用す

る場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる各様式による入場券、入園券又は

利用券を購入することをもって、条例第10条第１項の利用の許可を受けた

ものとみなす。

都市公園名 特定公園施設名 様式名 都市公園名 特定公園施設名 様式名

高知公園 高知城天守・懐徳

館・東多聞・廊下門

個人の入場券 別記第５号様

式の２

高知公園 高知城天守・懐徳

館・東多聞・廊下門

個人の入場券 別記第５号様

式の２

個人が公益財団法人高知県観

光コンベンション協会が知事

の承認を得て発行する割引券

を提出した場合の入場券及び

団体の入場券 別記第５号様

式の３

個人が公益財団法人高知県観

光コンベンション協会が知事

の承認を得て発行する割引券

を提出した場合の入場券及び

団体の入場券 別記第５号様

式の３

条例第26条の２第１項各号に

掲げる者が取り扱う場合の個

人及び団体の入場券 別記第

５号様式の４

条例第26条の２第１項各号に

掲げる者が取り扱う場合の個

人及び団体の入場券 別記第

５号様式の４

野市総合公園 のいち動物公園 個人の入園券 別記第６号様

式

野市総合公園 のいち動物公園 個人の入園券 別記第６号様

式

団体の入園券 別記第７号様

式

団体の入園券 別記第７号様

式

個人の年間入園券 別記第８ 個人の年間入園券 別記第８



3/6

改正後 改正前

号様式 号様式

春野総合運動公

園

テニスコート 別記第９号様式 春野総合運動公

園

テニスコート 別記第９号様式

体育館のトレーニン

グ室

別記第10号様式 体育館のトレーニン

グ室

別記第10号様式

スポーツ科学センタ

ー

別記第10号様式の２ スポーツ科学センタ

ー

別記第10号様式の２

陸上競技場（共用の

場合）

別記第11号様式 陸上競技場（共用の

場合）

別記第11号様式

水泳場（共用の場

合）

別記第12号様式 水泳場（共用の場

合）

別記第12号様式

屋内飛込み練習場 別記第12号様式の２ 屋内飛込み練習場 別記第12号様式の２

射撃場（共用の場

合）

別記第13号様式 射撃場（共用の場

合）

別記第13号様式

アーチェリー場（共

用の場合）

別記第14号様式 アーチェリー場（共

用の場合）

別記第14号様式

土佐西南大規模

公園

テニスコート 別記第15号様式 土佐西南大規模

公園

テニスコート 別記第15号様式

オートキャンプ場及

び多目的棟

別記第16号様式 オートキャンプ場及

び多目的棟

別記第16号様式

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、特定公園施設のうち高知公園の

駐車場を利用する場合は、別記第16号様式の２による駐車券の交付を受け

ることをもって、条例第10条第１項の利用の許可を受けたものとみなす。

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、特定公園施設のうち高知公園の

駐車場を利用する場合は、別記第16号様式の２による駐車券の交付を受け

ることをもって、条例第10条第１項の利用の許可を受けたものとみなす。

６ 指定管理者に条例第27条第１項第１号に掲げる業務（条例第10条に規定

する特定公園施設の利用の許可に係るものに限る。）を行わせる場合にお

ける前各項の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは

「指定管理者」と、「別記第３号様式による」とあり、「別記第４号様式に

よる」とあり、「別記第５号様式による」とあり、「同表の右欄に掲げる各

６ 条例第３条第１項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）

に条例第27条第１項第１号に掲げる業務を行わせる場合における前各項の

規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」

と、「別記第３号様式による」とあり、「別記第４号様式による」とあり、

「別記第５号様式による」とあり、「同表の右欄に掲げる各様式による」
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改正後 改正前

様式による」とあり、及び「別記第16号様式の２による」とあるのは「指定

管理者が定める」とする。

とあり、及び「別記第16号様式の２による」とあるのは「指定管理者が定

める」とする。

（書類の経由） （書類の経由）

第14条 都市公園に関して法令等の規定に基づき知事に提出する書類は、所

管の土木事務所長を経由しなければならない。

第14条 高知県立都市公園に関して法令等の規定に基づき知事に提出する書

類は、所管の土木事務所長を経由しなければならない。

（雑則） （雑則）

第15条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、

知事が別に、又は指定管理者が知事の承認を得て定める。

第15条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、知

事が別に、又は指定管理者が知事の承認を得て定める。
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改正後 改正前

第21号様式（第９条関係） 第21号様式（第９条関係）
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改正後 改正前

第22号様式（第９条関係） 第22号様式（第９条関係）


